
様式2

（あて先）　大田区民ホール・アプリコ館長 様

住 所

会 社 名

氏 名

電 話 番 号

第三者に損害を与えた場合は、当方において一切の責任を負い、損害を弁償いたします。

また、次の遵守事項に違反した場合又は管理者が不適当と認めた場合は撮影を即時中止することに同意します。

２　館内利用者の通行等の妨げにならないように十分注意すること。通行の遮断は行わない。

３　建物設備（電源他）は使用しないこと。また、設置物（案内板等）を無断で移動しないこと。

撮影許可　 収受印

FAX：03-5744-1599 係 員 副 館 長 館 長

2023.4.1

撮 影 許 可 申 請 書

　大田区民ホール・アプリコの撮影について、下記の条件にて許可をお願い申し上げます。

申　　請　　日 令和　　 　年　　　 月　　　 日（　　　）　＊希望日の2週間前までに申請してください

令和　　　 年　　　 月　　　 日（　　　）　　　　時　　　分　～　　　時　　　分

場　　　　　　　　　　　　所

記

撮　影　希　望　日　時

撮　　　影　　　内　　　容

４　アプリコ館内の美術品等（アートギャラリーを含む）については著作権者の承諾を得ること。

５　撮影許可証を着用すること。

６　他の利用者が被写体となる撮影を含まないこと。

７　撮影終了後は事務室に報告すること。

撮　　　影　　　人　　　員

道　具　機　材　（搬　入）

備　　　　　　　　　　　　考

８　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

大田区民ホール・アプリコ

撮影にあたっては次の遵守事項に従い、万一大田区民ホール・アプリコの建物、付属設備・施設、あるいは

【撮影に関する遵守事項】

提出先

１　撮影は、アプリコに限ること。（アロマスクエアは含めない）


